
市 長 記 者 会 見

令和４年２月１日



案 件

１ 新型コロナウイルス感染症の感染状況について
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新規感染者数と人口10万人対比の推移

うち行政検査 うち保険診療 人口10万人対比

過去最高レベルの
感染状況

改めて基本的対策の徹底を

病床使用率
【1/30現在】

47.1％
（105人／220床）

陽性判明日 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30

陽性者数 16 23 31 30 30 24 17 49 45 43 60 90 63 78

　うち行政検査 7 7 15 19 13 10 8 23 27 14 27 34 28 37

　うち保険診療 9 16 16 11 17 14 9 26 18 29 33 56 35 41

人口10万人対比 16.41 22.19 29.78 37.99 45.59 50.45 51.97 62.00 68.68 72.33 81.45 99.68 111.54 130.07



案 件

２ 令和４年いわき市東日本大震災追悼式の開催について



• 東日本大震災から11年を迎えるに当たり、犠牲に
なられた方々を追悼する。

• なお、震災から10年が経過し、政府主催の追悼式
が今後は行われない見通しであることを踏まえ、こ
れまでの内容の見直しを図った上で、式典の規模を
縮小し、新型コロナウイルス感染症対策を図りなが
ら実施する。

趣 旨



【日時】

令和４年３月11日（金） 午後２時45分～

（午後２時開場予定）

【会場】

いわき芸術文化交流館 アリオス 音楽小ホール

日時・会場



１ 開式（黙祷）

２ 式辞 いわき市長

３ 追悼の辞 いわき市議会議長

４ 献花 いわき市長、いわき市議会議長、

御遺族、いわき市議会議員

５ 閉式

※ 式典閉式後、自由献花の時間を設けます（午後４時20分まで）。

また、献花の花は市が用意し、どなたでも献花することができます。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容を変更する場合

があります。

内容（予定）



１ 本式典は、市を挙げて追悼の意を表するものですが、

新型コロナウイルス感染症対策の観点から式典への参列者に

ついては、御遺族・御来賓の方に限定させていただきます。

２ 当日午後２時46分に、各消防署等にて１分間のサイレン

吹鳴を行います。

３ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

多くの皆様とともに追悼の意を捧げるため、式典のイン

ターネット配信（生中継）を実施予定です。

その他



案 件

３ 令和４年度行政組織改正等について



1

１ 行政改革推進担当、財政改革推進担当の新設
人材育成改革推進担当への再編

▶ 政策企画課内に「行政改革推進担当」を新設
▶ 財政課内に「財政改革推進担当」を新設
▶ 職員課内の「人材育成担当」「法令遵守推進担当」「行政管理係」を「人材育成改革推進担当」に再編

○ 行政組織上の位置づけ

改　正　前 改　正　後

総 合 政 策 部 総 合 政 策 部

政 策 企 画 課 政 策 企 画 課

 参与 (構造改革推進担当) 

( 担 当 課 長 ) 行政改革 推進 担当

総 務 部 総 務 部

職 員 課 人 事 係 職 員 課 人 事 係

（ 廃 止 ）

行 政 管 理 係

給 与 係 給 与 係

職 員 支 援 係 職 員 支 援 係

人 材 育 成 改 革

推 進 担 当

財 政 部 財 政 部

財 政 課 財 政 課

( 担 当 課 長 ) 人 材 育 成 担 当 ( 担 当 課 長 )

( 担 当 課 長 ) 法令遵守 推進 担当

( 担 当 課 長 ) 財政改革 推進 担当



2

○ 構造改革推進本部

【改革推進にあたっての３つの視点】
・ 最 適 化 ： 限りある資源を真に求められる分野への投資へと転換し、市民に寄り添い満足度を高める
・ 効 率 化 ： サービスのあり方と職員の働き方を変える
・ 公民連携 ： 民間の力を惜しむことなく活用する

▶ 改革の取組みを強力に推し進めるため、組織横断的な体制として、副市長を本部長とした
「構造改革推進本部」を設置し、その総括を担う部長相当職の参与（構造改革推進担当）を新設

行 政 改 革 推 進 担 当
医 療 セ ン タ ー

事 務 局 長

会 計 管 理 者
財 政 改 革 推 進 担 当

参　与

(構造改革推進担当)

人 材 育 成 改 革 推 進 担 当

（副本部長）

副市長
水 道 局 長

体制図

（本部員） （本部長）

総合政策部

担当副市長
各 部 長 　事　務　局

教 育 部 長 事務局長

【参与(構造改革推進担当)】消 防 長



２ 小名浜区画整理事務所の廃止

3

▶ 「いわき都市計画事業泉第三土地区画整理事業」（平成２年２月事業計画認可）の事業進捗に伴い、
令和４年２月に換地処分となる見込みとなったことから、「小名浜区画整理事務所」を廃止

都 市 建 設 部

都 市 計 画 課 都 市 計 画 課

改　正　後改　正　前

都 市 建 設 部

( 担 当 課 長 ) 総合交通対策担当 ( 担 当 課 長 ) 総合交通対策担当

都 市 整 備 課 都 市 整 備 課

住 ま い 政 策 課 住 ま い 政 策 課

公 園 緑 地 課 公 園 緑 地 課

小名浜区画整理事務所  （　   廃　   止　   ）

勿来区画整理事務所 勿来区画整理事務所

建 築 指 導 課 建 築 指 導 課



案 件

４ 「逃げ遅れゼロ・災害死ゼロ」に向けた取組みをはじめと

する防災力の強化について

ア 好間工業団地を活用した災害時緊急一時避難施設の

確保について



事業概要
 市では、災害時に市民等が一時的に避難する方法と
して、民間施設内の駐車場等を「災害時緊急一時避難
施設」として活用する取組みを進めています。

 今般、令和元年東日本台風で大きく被災した平窪・
好間・赤井地区と隣接する好間工業団地内の事業者16
社から駐車場等の提供について承諾を得たことから、
これらの事業者と「災害時緊急一時避難施設等として
の使用に関する協定」を締結するものです。



協定締結事業者 16社 約550台の駐車スペース
令和４年２月１日現在

1 株式会社赤井工業所 好間工業団地1-33

2 アテラ株式会社 好間工業団地34-1

3 株式会社アラオカ 好間工業団地17-1

4 株式会社大森工業野田　（いわき事業所） 好間工業団地13-1

5 株式会社小島製作所 好間工業団地16-12

6 有限会社キャニオンワークス 好間工業団地1-1

7 株式会社三景　（いわき工場） 好間工業団地1-41

8 株式会社新生テクノ 好間工業団地16-16

9 東洋炭素株式会社　いわき工場 好間工業団地1-31

10 日新化熱工業株式会社　（いわき工場） 好間工業団地3-8

11 株式会社花見台自動車 好間工業団地23-1

12 公益財団法人福島県労働保健センター　いわき健診プラザ 好間工業団地27-7

13 富士テレコム株式会社　いわき支店 好間工業団地1-52

14 ミムラ工業株式会社　（福島いわき工場） 好間工業団地1-48

15 株式会社横森製作所　いわき工場 好間工業団地26-1

16 喜美運送株式会社　（好間物流センター） 好間工業団地3-16

№ 事業者名 所在地



 

位置図
青：協定締結先

赤：市所管施設

市所管施設（好間多目的広場等）
の約500台と合わせて、災害時に
約1,050台程度が避難することが
できるスペースを確保

令和４年２月１日現在



 令和元年東日本台風では、市全体で約6,700世帯、約9,800人が洪水
被害を受け、中でも平窪・好間・赤井地区等においては、住宅に加え
て多くの自動車も被災し、移動手段を失ったことで、その後の生活再
建に支障を来しました。

 また、「いわき市台風第19号における災害対応検証委員会」の最終
報告書においても、「一部の避難所への避難者の集中」や「避難所内
の駐車場不足」等が課題とされました。

実施の背景

夏井川の氾濫による浸水被害（10 月13 日 平窪地区）

これらの地区には、避難に適した高台等
が少ない状況であることを鑑み、自動車を
使用した地域外への避難を推奨するため、
好間工業団地内を「災害時緊急一時避難施
設」として活用することとしたものです。



活用方法

 災害により避難が必要となった場合には、はじめに市が所
有する駐車スペースを開放し、その利用状況を踏まえ、協定
締結事業者に「災害時緊急一時避難施設」としての活用を依
頼することとなります。

 これらの場所に、防災備蓄倉
庫の設置や仮設トイレ等の設置
についても、今後準備を進めて
いきます。

防災備蓄倉庫



案 件

４ 「逃げ遅れゼロ・災害死ゼロ」に向けた取組みをはじめと

する防災力の強化について

イ 避難行動要支援者支援制度に係る要支援者への新たな

対応について



１．避難行動要支援者支援制度とは？

〇避難行動要支援者の名簿を作成

いざという時の

「円滑かつ迅速な避難支援等の実施」に繋げる

身障手帳１～２級要介護３～５

療育手帳A

指定難病(医療措置あり) その他希望者等

精神障害手帳１級

〇名簿情報を地域の関係者と共有（※同意者限定）

情
報
共
有

消防団地区防災組織・行政区 民生・児童委員

地域包括支援センター 社会福祉協議会 警察機関



２．現状・課題と今後の対応

現状・課題

今後の対応

〇情報提供の同意取得率が低い
⇒50％程度に留まる。約半数の情報が共有されていない。

〇個別避難計画の実効性が低い
⇒本人からの報告のみのため客観性や実効性が低い。

市が個別避難計画を作成
（災害時の危険性が高い要支援者）



３．計画作成に向けた基本的な考え方

個別避難計画の作成に向けた基本的な考え方

危険エリアに居住する全ての要支援者が、災害時に、避難できる体制
を整備する。

区分 対応案 優先度

危険エリア
に居住

自力で避難できない
全ての要支援者の個別避難
計画を作成

高

自力で避難できる
要支援者の現況の把握に努
める

危険エリア外に居住
関係者への情報提供の同意
意思を確認 低

※危険エリアを河川浸水深50㎝以上、または、土砂災害警戒区域と設定
※上記エリア外であっても、津波浸水想定区域は、同意意思の確認を急ぎ実施



４．避難行動要支援者名簿登録者内訳

登録区分
避難行動
要支援者

河川洪水浸
水想定区域

土砂災害
警戒区域うち50㎝以上

１ 要介護認定３～５ ４，０９６ ２，１５６ １，８３７ ３７６

２ 身体障害者手帳１～２級 ４，８８６ ２，１１９ １，８２８ ３２１

３ 療育手帳Ａ １６８ ７４ ６０ １６

４ 精神障害者手帳１級 １５５ ５８ ５５ ９

５ 指定難病（医療措置） ４９ ２２ １８ ３

６ その他希望者等 ４，９４０ ２，１８０ １，９５２ ３９９

実人数 １５，１０４ ６，６０９ ５，７５０ １，１２４

対象者：６，８７４人



５．新たな個別避難計画の作成方法

要
支
援
者
（危
険
エ
リ
ア
居
住
）

自力避難の
可否確認

避難方法の確認、
避難体制の確保

実効性のある個別
避難計画を作成

避難支援関係者と
避難体制等を共有

〇簡易調査により
自力避難の可否
を確認

〇訪問調査により現
況等を把握
〇必要に応じ、支援
者等の調整により
避難体制を確保

〇調査・調整内容に
基づく実効性の高
い個別避難計画を
作成

〇関係者間で、個別
避難計画を共有
〇支援体制を確保

自力で避難できる
ということを把握

自力避難
できる人

簡
易
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

自
力
避
難
で
き
る
人
以
外
へ
の

訪
問
調
査

※特に障害者等
のリスクの高い
方と福祉避難所
の紐づけも行う。

「リスクの高い地域に居住する要支援者全員の避難体制を把握」



６．調査内容

簡易アンケート調査 訪問調査

より具体的な内容を聴き取り調査

〇親類や近隣住民との関係性、利
用している福祉サービス等を確認
し、支援者を調整

〇必要に応じ、行政区等の地域関
係者と調整

支援体制の調整

〇自力避難（同居家族等の支援含む）の可否

〇災害情報の入手の可否

〇居住する住宅の階数

〇想定される避難先

〇要支援者自身の移動能力（階段昇降、平面
歩行、車への移乗等）

〇支援ありでの移動能力（階段昇降、平面歩
行、車への移乗等）

〇避難行動支援が可能な同居者等の有無

〇自家用車の有無

〇入院・入所の見込み

＋
（支援者がいない場合）



７．個別避難計画作成等フローチャート

河川洪水浸水想定
50㎝以上または土砂災害

警戒区域に居住

支援者確保に
向けた調整等

調査を踏まえ、個
別避難計画作成

回答勧奨継続

※ 個別避難計画
作成に代えて、
経過を名簿に

記録

回答内容を個別避
難計画とする

情報の共有

※同意ありの場合

情報の共有

※同意ありの場合

情報共有同意書
の取得

情報の共有

※同意ありの場合

情報提供に同意
しない理由を把握

河川洪水浸水想定
50㎝未満及び土砂災害警戒

区域外に居住

【訪問による詳細調査】

個別避難計画
作成可能か？

【郵送による詳細調査】

郵送による回答
あるか？

【情報共有意思確認】

情報共有をする意思
があるか？

可能

なしあり

不可能

可能

不可能 意思
あり

意思
なし

優先

【自力避難可否アンケート】

自力（家族等の支援含む）
で避難可能か？



８．福祉避難所受入対象調査との関係

名簿登録要件 個別避難計画 福祉避難所受入対象調査

対
象
者

介護・
障害
度合

要介護 ３～５ ３～５ ４～５

身体障がい 身体障害者手帳１～２級 身体障害者手帳１～２級 下肢・体幹機能障害１～２級

知的障がい 療育手帳Ａ 療育手帳A 療育手帳A

精神障がい 精神障害者手帳１級 精神障害者手帳１級 ―

指定難病 指定難病(医療措置) 指定難病（医療措置） ―

その他 上記以外の希望者等 上記以外の希望者等 ―

居住地
危険度

浸水想定深 ― ５０㎝以上 ３ｍ以上

土砂災害 ― 警戒区域 特別警戒区域

対象者数（９月末） １５，１０４人 ６，８７４人 ５８２人

備考 ―
100％の回答・調査等の実
施を目指す。

特に危険性の高い方を先
行して実施。



９．現行の福祉避難所への避難の流れ

避難指示等 一般避難所への避難

福祉避難所(協定施設)への避難福祉避難所(公共施設)への避難

３日程度 ７日程度

※ 自宅等から福祉避難所への直接避難を実施していない。
（一般避難所への避難後に市によるトリアージが必要）



福祉避難所への避難

公共施設

協定施設
あらかじめ受入対象者と

福祉避難所を紐づけ
(自宅等から直接避難)

トリアージ
(紐づけ以外の方を
緊急に受入れ)

10．今後の福祉避難所への避難の流れ



区分 公共施設（10か所） 協定施設（64か所）

使用する施設
概ねバリアフリー化されている宿
泊可能な公共施設（会議室等を利
用）

民間の事業者が運営する入所施
設等

個室での対応 不可 原則として不可（空床があれば可）

職員の配置 あり（市職員が運営） なし（事業者が運営）

介護人材
の配置

あり（協定に基づき社会福祉協議会
より派遣）

あり（施設職員が介護を担う）

機材の準備
市が提供（協定に基づき福島県福
祉機器協会より貸与可）

施設の備品を使用（不足する物が
あるときは市が提供）

水害時の受入可能
数（概数）

85人（４か所） 140人（50か所）

11．福祉避難所の概要

※ 先行して、582人に対して福祉避難所受入調査を実施し、紐づけを行う。
※ 調査内容は、個別避難計画作成に向けた調査と同様の内容。



12．福祉避難所受入フローチャート
１ 入所施設

施設入所者（避難行動要
支援者には含まれない）

避難確保計画に基づき事業者が対応

２ 通所施設

通所施設
利用者

３ 居宅サービスその他

居宅サービス利用者又は
サービス未利用者

市が開設する
避難所以外の
避難場所

あり

市が開設する
避難所以外の
避難場所

なし

営業時間内

営業時間外

自宅での
垂直避難
不可能

自宅での
垂直避難

可能

親族・
知人宅へ
の避難
不可能

親族・
知人宅へ
の避難
可能

その他（ホ
テル・車中
等）の避難

不可能

その他（ホ
テル・車中
等）の避難

可能

付添いあり
でも一般
避難所で
支障あり

付添いあり
でも一般
避難所で
支障なし

あらかじめ
紐づけし、
福祉避難所
へ

個別避難計画に基づき個別に対応

施設職員の付添いに
より一般避難所へ

受入対象者
を特定し、

公示



13．スケジュール

自力避難可否の簡易アンケート調査（６，８７４人）令和４年２月

アンケートの集計、訪問調査先の抽出３月

特に危険性の高い方（福祉避難所受入対象調査関係）への訪問調査３～４月

福祉避難所関係公示５月

訪問調査・支援者調整（福祉避難所関係を除き、危険性の高い方から
順次実施）

５月以降



案 件

４ 「逃げ遅れゼロ・災害死ゼロ」に向けた取組みをはじめと

する防災力の強化について

ウ 「いわき市災害廃棄物処理計画（素案）」に対する市民

意見の募集について



Ⅰ「いわき市災害廃棄物処理計画（素案）」について

▶ 東日本大震災や令和元年東日本台風等の経験を踏まえ、災害に
より発生する廃棄物の迅速な処理による、①公衆衛生の確保、
②生活環境の保全、③早期の復旧・復興、を実現するための指針
として、令和３年度中の本計画の策定に向け、素案を策定。

【計画の趣旨】

【計画の構成】

１章 計画の目的

３章 平時の取組み

２章 基本的事項等

４章 災害廃棄物処理のための体制等

５章 災害廃棄物処理

６章 避難所ごみ及びし尿の処理◎

◎

特に令和元年東日本台風においては、大量の
災害廃棄物が道路や公園等に山積みとなり、
処理に多くの時間と労力を要した



区分 位置付け 設置基準等

一次仮置場
一時仮置きをする場所
（11ヵ所の候補地）

必要と判断された場合、
発災後３日以内での設置を目標

二次仮置場 中間処理や一時的に集積・保管する場所
一次仮置場で完結しない場合
（大規模災害の場合など）

臨時集積所
一時的に仮置きする身近な場所
（一次仮置場が基本）

身近な場所への仮置きがやむを
得ないと判断される場合

１ 平時の取組み

⑴ 仮置場候補地の選定
・災害廃棄物の迅速な撤去のため、各仮置場の位置付け

・仮置場候補地（左：北部地区、右：南部地区）

No 名 称 面積（㎡）

1 久之浜市民運動場 16,000

2 四倉市民運動場 10,000

3 八日十日埋立処分地跡地 15,000

4 仁井田運動場 12,000

5 小川市民運動場 10,000

6 北部運動場 7,000

No 名 称 面積（㎡）

1 北緑地グラウンド 8,500

2 中部浄化センター 8,000

3 クリンピーの丘 7,000

4 勿来市民運動場 21,500

5 南部浄化センター 10,000

南部地区 計 55,000㎡

北部地区 計 70,000㎡ 北部・南部地区 合計：125,000㎡



⑴ 組織体制
・過去の災害の経験を踏まえ、組織体制の見直し
・対応業務を明確化し、ｸﾞﾙｰﾌﾟに細分化

組織体制（見直し前） 組織体制（見直し後）

２ 災害廃棄物処理のための体制等

⑵ 住民への啓発・広報
・災害時に混乱を招かないよう、平時から啓発を実施

【主な啓発内容】
・ 災害時における生活ごみの排出方法
・ 災害廃棄物の排出・分別方法
・ 仮置場の利用方法

災害廃棄物処理ハンドブックを作成し、
啓発・広報の強化を図る など

災害対策本部

災対生活環境部 災害ごみ対策統括班

災害ごみ対策班

仮置場運営ｸﾞﾙｰﾌﾟ

廃棄物対策班

環境衛生班

災害ごみ収集・運搬
体制ｸﾞﾙｰﾌﾟ

環境施設班

情報収集・広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ
環境整備統括班

環境整備班

環境整備清掃班

環境整備衛生班

廃棄物対策班

災害対策本部

災対生活環境部 生活環境部統括班



「いわき市災害廃棄物処理計画（素案）」について、市民の皆様からの意見を
募集します。

▶ 募集期間
令和４年２月１日（火）～１５日（火） 【担当】

生活環境部 ごみ減量推進課

⑵ 協力・支援体制
・災害協定を締結している民間事業者団体とのさらなる連携の強化を図るため
災害廃棄物の収集運搬や仮置場設置などについて、意見交換等を密に実施

市 民間事業者団体

協力・連携 ・収集運搬
・仮置場設置・運営

など

Ⅱパブリックコメントの実施について


